
寄
付

　
次
の
方
々
か
ら
ご
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し

ま
す
。

▼
11
月
12
日
、
伊
藤
雅
髙
様（
名

古
屋
市
）か
ら
地
域
の
助
け
合
い

の
た
め
、
金
３
万
円

▼
11
月
24
日
、
㈱
輝
シ
ス
テ
ム
様

か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
の
た
め
、
自
動
検
温
器
一

式▼
12
月
４
日
、
社
会
福
祉
法
人
福

寿
園
理
事
長　
山
田
浩
三
様
、
福

寿
園
を
は
ぐ
く
む
会「
未の
ぞ
み来
」会
長

小
久
保
三
夫
様
か
ら
市
内
小
学
校

の
福
祉
教
育
環
境
の
充
実
の
た

め
、
50
型
ワ
イ
ド
４
Ｋ
対
応
液
晶

モ
ニ
タ
ー
お
よ
び
ス
タ
ン
ド
セ
ッ

ト
18
台

税

豊
橋
税
務
署
で
の
確
定
申

告
相
談
会   

１
０
０
６
７
２
６

対
象：
年
金
受
給
者
の
方
で
、
還

付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
書
を

提
出
す
る
方　

日
時：
２
月
２
日

（
火
）～
15
日（
月
）／
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
／
午
前
９
時
～

正
午
、
午
後
１
時
～
４
時　

場

所：
豊
橋
税
務
署
（
豊
橋
地
方
合

同
庁
舎
内
）　
そ
の
他：会
場
内
の

混
雑
緩
和
の
た
め
、
会
場
へ
の
入

場
に
は
入
場

整
理
券（
当

日
配
布
ま
た

は
事
前
に
オ

ン
ラ
イ
ン
で

入
手
）が
必

要
と
な
り
ま

す
。
入
場
整
理
券
の
配
布
状
況
に

応
じ
、
後
日
の
来
場
を
お
願
い
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
細
は
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

▼
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

☎（
０
５
３
２
）52‐６
２
０
１

確
定
申
告
書
に
関
す
る

お
問
い
合
わ
せ
は
お
電
話
で

◦
申
告
に
関
す
る
ご
質
問
や
必
要

な
書
類
の
確
認
を
し
た
い
と
き

▼
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

☎（
０
５
３
２
）52‐６
２
０
１

◦
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー

の
操
作
が
分
か
ら
な
い
と
き

▼
ｅ
‐Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

☎（
０
５
７
０
）01‐５
９
０
１

※
受
付
時
間
は
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
を
ご

覧
く
だ
さ
い

◦
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
設

定
な
ど
が
分
か
ら
な
い
と
き

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル

（
０
１
２
０
）95‐０
１
７
８

（
受
付：月
～
金
曜
日
／
午
前
９
時

30
分
～
午
後
８
時
、
土・日
曜
日
、

祝
日
／
午
前
９
時
30
分
～
午
後
５

時
30
分
、
年
末
年
始
を
除
く
）

個
人
住
民
税
は
給
与
天
引
き

（
特
別
徴
収
）で

１
０
０
３
５
１
３

　
地
方
税
法
お
よ
び
田
原
市
市
税

条
例
の
規
定
で
、
給
与
を
支
払
う

事
業
主
は
、
原
則
と
し
て
個
人
住

民
税（
市
民
税
＋
県
民
税
）を
特
別

徴
収
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と

は
、
事
業
主
が
、
毎
月
従
業
員
に

支
払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を

給
与
天
引
き
し
、
従
業
員
に
代
わ

り
納
入
す
る
制
度
で
す
。

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
０
９

23‐０
１
８
０

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
に
伴
う
国
民
健
康
保
険
税

の
減
免　

 　

１
０
０
７
１
２
５

対
象：
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
り
、
①
主
た
る
生
計
維

持
者
が
死
亡
ま
た
は
重
篤
な
症
状

と
な
っ
た
世
帯
②
主
た
る
生
計
維

持
者
の
事
業
収
入
や
給
与
収
入
な

ど
が
前
年
に
比
べ
て
10
分
の
３
以

上
減
少
が
見
込
ま
れ
る
世
帯

申
込：
３
月
31
日（
水
）ま
で
に
保

険
年
金
課
・
市
Ｈ
Ｐ
に
あ
る
申
請

書
な
ど
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、直
接
ま
た
は
郵
送
に
て

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
保
険
年
金
課

☎
23‐２
１
４
９

23‐０
１
８
０

「たはら暮らし」の魅力
写真で発信中！
　本市ではインスタグラムに公式アカウント「tahara_
kurashi（たはら暮らし）」を開設しています。
　「たはら暮らし」には、私たち
が日頃目にしている市内の風
景や暮らしの１コマ、地域のイ
ベントなどの写真を投稿してい
ます。
　また、キーワードで写真が集
まるインスタグラムの仕組み
を利用し、市アカウントの閲覧
登録者に「＃たはら暮らし」の
キーワードを付けた投稿を呼
び掛けています。
　あなたの知らない田原市を
発見できるかもしれません。ぜ
ひ、のぞいてみてください。

▶広報秘書課☎22-0138
1004334

広報たはら  令和3年1月│    │21

おしらせ INFORMATION ※ ・ＨＰ=ホームページ／ =市ＨＰでの検索用ページＩＤ／市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


